
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
次の成分（ａ）及び（ｂ）；
（ａ）デンプンのアルケニルコハク酸エステル及び／又はその金属塩０．５～３重量％
（ｂ）球状ナイロンパウダー２～１５重量％
を含有することを特徴とする粉末化粧料。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は、デンプンのアルケニルコハク酸エステル及び／又はその金属塩と球状粉体と
を含有することにより、滑らかで柔らかい使用感を有し、肌への付着性・密着性が良好で
あり、且つ、均一な化粧膜を形成することができる、化粧効果の持続性に優れた粉末化粧
料に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　粉末化粧料は、メーキャップの仕上げ用として、肌の質感を整えるためや、ファンデー
ション等のメーキャップ化粧料の化粧効果を持続させるため等に用いられる化粧料である
。このため粉末化粧料においては、滑らかで均一な伸び広がりの使用感を有し、均一で、
キメ細かく、透明感のある化粧膜が得られること等の品質特性が求められている。そこで
、従来から、滑らかで柔らかい使用感を付与するために、ナイロンや無水ケイ酸等の球状
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粉体が配合されていた。また、肌への付着性・密着性を向上させるために、タルクやマイ
カ等の不定形粉体や板状粉体を配合したり、付着性の高い油剤を添加したり、この油剤で
粉体を表面処理して配合する等の方法が実施されていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、ナイロンや無水ケイ酸等の球状粉体を配合すると、滑らかな使用感は得
られるが、柔らかさは満足できる水準になく、肌への付着性・密着性や化粧効果の持続性
が劣る場合があった。また、タルクやマイカ等の不定形粉体や板状粉体を配合すると、肌
への付着性・密着性はある程度向上するが、滑らかで柔らかい使用感が低下する傾向があ
った。更に、付着性の高い油剤を配合した場合も、肌への付着性・密着性はある程度向上
するが、より高い肌との密着性を求めて、油剤の配合量を高めると、化粧料を繰り返し使
用したとき等に、粉体の軟凝集によるダマを生じ、小道具への付着が悪くなったり、化粧
膜の均一性が失われる場合があった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　かかる事情に鑑み、本発明者らは、鋭意研究を行った結果、デンプンのアルケニルコハ
ク酸エステル及び／又はその金属塩と球状粉体とを含有する粉末化粧料が、滑らかで柔ら
かい使用感を有し、肌への付着性・密着性が良好で、均一な化粧膜を形成でき、且つ化粧
効果の持続性に優れることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００５】
　すなわち本発明は、次の成分（ａ）及び（ｂ）；
（ａ）デンプンのアルケニルコハク酸エステル及び／又はその金属塩０．５～３重量％
（ｂ）球状ナイロンパウダー２～１５重量％
を含有することを特徴とする粉末化粧料を提供するものである。
【０００６】
【本発明の実施の形態】
　以下、本発明の構成について説明する。本発明に使用される成分（ａ）は、デンプンを
アルケニルコハク酸でエステル化して変性したもの、又はそのエステル化物の金属塩であ
り、米国特許第２６１３２０６号公報にて公知の粉体である。
【０００７】
　成分（ａ）に用いられるデンプンとしては、いずれかの植物源、例えば、トウモロコシ
、馬鈴薯、小麦、米、タピオカ等、及びこれらデンプンを加水分解したものが挙げられる
。デンプンの加水分解物は、酸や酵素を用いて、常法により加水分解したものであり、そ
の加水分解率、平均分子量、組成等は、特に限定されない。
【０００８】
　成分（ａ）に用いられる、デンプンをエステル化するアルケニルコハク酸は、炭素数が
５～２２のアルケニルコハク酸が好ましく、例えば、オクテニルコハク酸、デセニルコハ
ク酸、ドデセニルコハク酸、テトラデセニルコハク酸、ヘキサデセニルコハク酸、オクタ
デセニルコハク酸等が挙げられる。
【０００９】
　成分（ａ）のデンプンのアルケニルコハク酸金属塩に用いられる金属としては、例えば
、銅、水銀、アルミニウム、ジルコニウム、鉄（二価及び三価）、クロム、すず、カルシ
ウム、バリウム及びストロンチウム等が挙げられる。
【００１０】
　成分（ａ）の粒子形状は、特に限定されないが、例えば、不定形、楕円形、球状等が挙
げられる。また、その粒径は、概ね１～５０μが好ましい。
【００１１】
　成分（ａ）の具体例としては、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンエステルアル
ミニウム、デセニルコハク酸小麦デンプンエステルアルミニウム、オクタデセニルコハク
酸馬鈴薯デンプンエステル銅、テトラデセニルコハク酸タピオカエステルカルシウム、エ
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イコセニルコハク酸米デンプンエステル等が挙げられる。この中でも、ＤＲＹ  ＦＬＯ  Ｐ
Ｃ  （ナショナルスターチ社製）として、市販されているオクテニルコハク酸トウモロコ
シデンプンエステルアルミニウムが、滑らかで柔らかい使用感や肌への付着性・密着性に
優れるため、特に好ましい。
【００１２】
　本発明の粉末化粧料における、成分（ａ）の含有量は、０．５～３重量％（以下、単に
「％」と略す。）である。この範囲で用いると、滑らかで柔らかい使用感や肌への付着性
・密着性が特に優れるものである。
【００１３】
　本発明に使用される成分（ｂ）は、球状ナイロンパウダーであり、肌への密着性・付着
性を損なうことなく、より効果的に滑らかで柔らかな使用感を発現できるものである。ま
た、成分（ｂ）の粒径は、１～１００μが好ましく、１～５０μがより好ましい。成分（
ｂ）は、市販品として、ナイロン１２ＳＰ－５００（東レ社製）等が挙げられる。
【００１４】
　本発明の粉末化粧料における、成分（ｂ）の含有量は、２～１５％である。この範囲で
用いると、肌への密着性・付着性を損なうことなく、より効果的に滑らかで柔らかな使用
感を発現できるものである。
【００１５】
　本発明の粉末化粧料には、上記必須成分の他に、通常化粧料に用いられる成分として、
例えば、成分（ａ）及び（ｂ）以外の粉体、油性成分、紫外線吸収剤、美容成分、酸化防
止剤、防腐剤、水性成分、界面活性剤、香料等を本発明の効果を損なわない範囲にて配合
することができる。
【００１６】
　粉体としては、球状以外の形状のものであり、板状、針状等の形状、煙霧状、微粒子、
顔料級等の粒子径、多孔質、無孔質等の粒子構造、等により特に限定されず、無機粉体類
、光輝性粉体類、有機粉体類、色素粉体類、複合粉体類、等が挙げられる。具体的には、
酸化チタン、黒酸化チタン、コンジョウ、群青、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、酸化亜
鉛、酸化アルミニウム、無水ケイ酸、酸化マグネシウム、酸化ジルコニウム、炭酸マグネ
シウム、炭酸カルシウム、酸化クロム、水酸化クロム、カーボンブラック、ケイ酸アルミ
ニウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、マイカ、合成マイカ、
合成セリサイト、セリサイト、タルク、カオリン、炭化珪素、硫酸バリウム、ベントナイ
ト、スメクタイト、窒化硼素等の無機粉体類、オキシ塩化ビスマス、雲母チタン、酸化鉄
コーティング雲母、酸化鉄雲母チタン、有機顔料処理雲母チタン、アルミニウムパウダー
等の光輝性粉体類、ナイロンパウダー、ポリエチレンパウダー、ウールパウダー、シルク
パウダー、結晶セルロース、Ｎ－アシルリジン等の有機粉体類、有機タール系顔料、有機
色素のレーキ顔料等の色素粉体類、微粒子酸化チタン被覆雲母チタン、微粒子酸化亜鉛被
覆雲母チタン、硫酸バリウム被覆雲母チタン、酸化チタン含有二酸化珪素、酸化亜鉛含有
二酸化珪素等の複合粉体、等が挙げられ、これらを一種又は二種以上用いることができる
。また、これら粉体は、フッ素化合物、シリコーン系油剤、金属石ケン、ロウ、界面活性
剤、油脂、炭化水素等を用いて公知の方法により表面処理を施したものであっても良い。
本発明の粉末化粧料における、全粉体の含有量は８０％以上であると、本発明の効果が顕
著に現れる。
【００１７】
　油性成分としては、動物油、植物油、合成油等の起源及び、固形油、半固形油、液体油
、揮発性油等の性状を問わず、炭化水素類、油脂類、ロウ類、硬化油類、エステル油類、
脂肪酸類、高級アルコール類、シリコーン油類、フッ素系油類、ラノリン誘導体類、油性
ゲル化剤類等が挙げられる。具体的には、流動パラフィン、スクワラン、ワセリン、ポリ
イソブチレン、ポリブテン、パラフィンワックス、セレシンワックス、マイクロクリスタ
リンワックス、モクロウ、モンタンワックス、フィッシャトロプスワックス等の炭化水素
類、オリーブ油、ヒマシ油、ホホバ油、ミンク油マカデミアンナッツ油等の油脂類、ミツ
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ロウ、ラノリン、カルナウバワックス、キャンデリラワックス、ゲイロウ等のロウ類、セ
チルイソオクタネート、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、ミリス
チン酸オクチルドデシル、トリオクタン酸グリセリル、ジイソステアリン酸ジグリセリル
、トリイソステアリン酸ジグリセリル、トリベヘン酸グリセリル、ロジン酸ペンタエリト
リットエステル、ジオクタン酸ネオペンチルグリコール、コレステロール脂肪酸エステル
、Ｎ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸ジ（コレステリル・ベヘニル・オクチルドデシル）
等のエステル類、ステアリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ベヘニン酸、イソステアリ
ン酸、オレイン酸、ロジン酸、１２－ヒドロキシステアリン酸等の脂肪酸類、ステアリル
アルコール、セチルアルコール、ラウリルアルコール、オレイルアルコール、イソステア
リルアルコール、ベヘニルアルコール等の高級アルコール類、低重合度ジメチルポリシロ
キサン、高重合度ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、デカメチル
シクロペンタシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、ポリエーテル変性ポリ
シロキサン、架橋型オルガノポリシロキサン、フッ素変性シリコーン等のシリコーン類、
パーフルオロポリエーテル、パーフルオロデカン、パーフルオロオクタン等のフッ素系油
剤類、ラノリン、酢酸ラノリン、ラノリン脂肪酸イソプロピル、ラノリンアルコール等の
ラノリン誘導体、デキストリン脂肪酸エステル、蔗糖脂肪酸エステル、デンプン脂肪酸エ
ステル、１２－ヒドロキシステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウム等の油性
ゲル化剤類、パラアミノ安息香酸エチル等が挙げられ、これらを一種又は二種以上用いる
ことができる。
【００１８】
　紫外線吸収剤としては、例えば、ベンゾフェノン系としては、２－ヒドロキシ－４－メ
トキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－スルホン酸
、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－スルホン酸ナトリウム、２，２’
－ジヒドロキシ－４，４’－ジメトキシベンゾフェノン、２，２’－ジヒドロキシ－４，
４’－ジメトキシベンゾフェノン－５－スルホン酸ナトリウム、２，４－ジヒドロキシベ
ンゾフェノン、２，２’，４，４’－テトラヒドロキシベンゾフェノン等が挙げられ、Ｐ
ＡＢＡ系としては、パラアミノ安息香酸、パラアミノ安息香酸エチル、パラアミノ安息香
酸グリセリル、パラジメチルアミノ安息香酸アミル、パラジメチルアミノ安息香酸－２－
エチルヘキシル、パラジヒドロキシプロピル安息香酸エチル等が挙げられ、ケイ皮酸系と
しては、ｐ－メトキシケイ皮酸－２－エチルヘキシル、４－メトキシケイ皮酸－２－エト
キシエチル等が挙げられ、サリチル酸系としては、サリチル酸－２－エチルヘキシル、サ
リチル酸フェニル、サリチル酸ホモメンチル等が挙げられ、その他、２－（２－ヒドロキ
シ－５－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、４－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－メトキシ
ジベンゾイルメタン、オキシベンゾン等が挙げられ、これらを一種又は二種以上用いるこ
とができる。
【００１９】
　美容成分としては、例えば、ビタミン類、消炎剤、生薬、タンパク質、ムコ多糖、コラ
ーゲン、エラスチン、ケラチン等が挙げられる。酸化防止剤としては、例えばα－トコフ
ェロール、アスコルビン酸等が挙げられる。防腐剤としては、例えばパラオキシ安息香酸
アルキル、フェノキシエタノール等が挙げられる。
【００２０】
　本発明の粉末化粧料は、プレス成形されていない粉末状の化粧料であり、皿状、筒状、
コンパクト状等の容器に充填され、小道具としてマット、パフ等を用いて、使用するもの
であるが、粉末化粧料表面にメッシュや、いくつか孔の空いた中栓を介在して使用しても
良い。また、小道具のマットやパフは、容器の形状とのマッチングにより毛足の長いもの
や、柄付きのものが適宜選択されて使用される。
【００２１】
　本発明の粉末化粧料は、ファンデーション、白粉、頬紅、口紅、アイシャドウ、デオド
ラントパウダー、ボディーパウダー、パフュームパウダー、ベビーパウダー等が挙げられ
るが、中でも、ファンデーション、白粉、頬紅、口紅、アイシャドウ等のメーキャップ化
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粧料が好ましい。
【００２２】
【実施例】
　次に実施例を挙げて本発明を更に説明するが、本発明はこれによって何ら限定されるも
のではない。
【００２３】
　実施例１～４及び比較例１～８：粉白粉
　表１に示す組成の白粉を調製し、「滑らかで柔らかな使用感」、「肌への付着性・密着
性」、「化粧膜の均一性」、「化粧効果の持続性」について、以下に示す評価方法により
評価判定し、その結果を併せて表１に示した。
【００２４】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２５】
　（調製方法）
Ａ：成分（１４）を成分（１）の一部に含浸させ、篩で処理する。
Ｂ：Ａ、成分（１）の残分及び成分（２）～（１３）を均一に混合し、粉砕する。
Ｃ：Ｂを皿容器に充填して、粉白粉を得た。
【００２６】
　（評価及び判定方法）
　実施例及び比較例の粉白粉を試料として、３０名の化粧品官能検査パネルに使用しても
らい、「滑らかで柔らかな使用感」、「肌への付着性・密着性」、「化粧膜の均一性」、
「化粧効果の持続性」の各項目を絶対評価基準（Ａ）を用いて、７段階に評価し、各試料
ごとの評点の平均値を４段階判定基準（Ｂ）を用いて判定した。
　絶対評価基準（Ａ）
（評点）：（評価）
　　６　：  非常によい
　　５　：  良い
　　４　：  やや良い
　　３　：  普通
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　　２　：  やや悪い
　　１　：  悪い
　　０　：  非常に悪い
　４段階判定基準（Ｂ）
（評価の平均点）　　：（判定）
　５点以上　　　　　：　◎
　３点以上５点未満　：　○
　１点以上３点未満　：　△
　１点未満　　　　　：　×
【００２７】
　表１の結果から明らかなように、本発明品である実施例１～４の粉白粉は、比較例と比
べて、滑らかで柔らかい使用感を有し、肌への付着性・密着性が良好であり、且つ、均一
な化粧膜を形成でき、化粧効果の持続性にも優れたものであった。
【００２８】
【発明の効果】
　本発明の粉末化粧料は、滑らかで柔らかい使用感を有し、肌への付着性・密着性が良好
であり、且つ、均一な化粧膜を形成することができる、化粧効果の持続性に優れたもので
あった。
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